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○基幹統計調査の承認 

 

基幹統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日

国 民 生 活 基 礎 調 査 厚 生 労 働 大 臣

 

承認事項の変更 

①所得票の調査方法を他計方式

から自計方式に変更。 

②新たな調査事項として、「世

帯を離れている方の人数」（世

帯票）、「最終学歴又は在学中の

学校」（世帯票）、「健診後の特

定 保 健 指 導 等 の 状 況 」（ 健 康

票）、「子宮がん及び乳がん検診

の過去２年間の受診実績」（健

康票）及び「児童手当等」（所得

票）を追加。 

③従来の調査事項のうち、「１

日の平均の片道通勤時間」及び

「 世 帯 を 別 に し て い る 子 の 人

数」（いずれも世帯票）を削除。 

 

H22.2.4 

経済産業省企業活動

基 本 調 査

経 済 産 業 大 臣 承認事項の変更 

①関係会社間の取引を把握する

事項の追加。 

②国際取引を把握する事項の追

加。 

③外部委託の状況を把握する項

目の追加。 

④剰余金の配当状況、能力開発

費を把握する事項の追加。 

⑤情報化の状況を把握する項目

等の削除。 

⑥集計事項の変更及び調査結果

の公表期日の早期化。     

 

H22.2.15

作 物 統 計 調 査 農 林 水 産 大 臣 承認事項の変更 

①果樹の栽培面積の内訳として

把握していた「成園」を削除。 

②茶の栽培面積の内訳として把

握していた「専用茶園」を削除。 

③新たな調査事項として、「み

ずな」を追加。 

④従前非公表であった共済減収

調査の結果についての公表化。 

 

H22.2.26

 



○一般統計調査の承認

承認年月日 統計調査の名称 実施者

H22.2.4 介護給付費実態調査 厚 生 労 働 大 臣

H22.2.8 地域特産野菜生産状況調査 農 林 水 産 大 臣

H22.2.15 バイオ産業創造基礎調査 経 済 産 業 大 臣

H22.2.16
国際比較プログラム（OECD2011年ラウンド「衣類・装身具
等」調査）に関する小売物価調査

総 務 大 臣

H22.2.23 土壌改良資材の生産量及び輸入量調査 農 林 水 産 大 臣

H22.2.23 生産者の米穀在庫等調査 農 林 水 産 大 臣

H22.2.23 地域保健・健康増進事業報告 厚 生 労 働 大 臣

H22.2.24 鉄鋼需給動態統計調査 経 済 産 業 大 臣

H22.2.24 鉄鋼生産内訳月報 経 済 産 業 大 臣

H22.2.25 水産物流通調査 農 林 水 産 大 臣

H22.2.25 エネルギー消費統計調査 経 済 産 業 大 臣
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H22.2.1 改正薬事法等に関するアンケート調査 栃 木 県 知 事

H22.2.2 北九州市内進出事業者景況調査 北 九 州 市 長

H22.2.4 高知県内水面漁業漁獲統計調査 高 知 県 知 事

H22.2.10 住民の防災力基礎調査（地震に関するアンケート調査）
東 京 消 防 庁
消 防 総 監

H22.2.17 市民福祉に関する意識調査 神 戸 市 長

H22.2.18 春季賃上げ要求・妥結状況調査 滋 賀 県 知 事

H22.2.18 沖縄都市モノレール利用ＯＤ調査 沖 縄 県 知 事

H22.2.26 沖縄県人口移動報告 沖 縄 県 知 事

（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H22.2.2 北九州市企業景況調査 北 九 州 市 長

H22.2.12 京都府鉱工業生産動態統計調査 京 都 府 知 事

H22.2.17 職業能力開発需給調査 茨 城 県 知 事

H22.2.18 大阪市観光動向調査 大 阪 市 長

H22.2.19 人口移動調査 島 根 県 知 事

H22.2.22 春季賃上げ及び夏季・年末一時金要求・妥結状況調査 広 島 県 知 事

○届出統計調査の受理
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○基幹統計調査の承認 

【調査名】 国民生活基礎調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月４日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課国民生活基礎調査室 

【目 的】 本調査は、保健、医療、福祉、年金、所得等国民生活の基礎的事項を調査し、

厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な基礎資料を得ると

ともに、各種調査の調査客体を抽出するための親標本を設定することを目的とす

る。 

【沿 革】 本調査は、「厚生行政基礎調査」（指定統計第６０号を作成するための調査）、

「国民健康調査」（指定統計第６８号を作成するための調査）、「保健衛生基礎調

査」（承認統計調査）及び「国民生活実態調査」（承認統計調査）を統合して、昭

和６１年を初年として開始されたものである。調査は、３年ごとに実施する大規

模調査と、その中間の各年に実施する簡易調査から構成される。 

 その後の主な変更は、以下のとおりである。 

・平成１３年：「介護票」を創設。「健康票」を密封回収化 

・平成１９年：「世帯票」及び「介護票」を自計報告化 

・平成２２年：「所得票」を自計報告化 

【調査の構成】 １－世帯票（大規模調査） ２－健康票（大規模調査） ３－介護票（大

規模調査） ４－所得票（大規模調査） ５－貯蓄票（大規模調査） ６

－世帯票（簡易調査） ７－所得票（簡易調査） 

【公 表】 インターネット、報告書（調査翌年の７月） 

※ 

【調査票名】 １－世帯票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）国勢

調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２７６，０００／４９，５６６，０００ 

（配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査年の６月

の第１又は第２木曜日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所設置

市・特別区）－保健所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査年の７

月中旬 

【調査事項】 １．世帯に係る事項（ア）世帯員数等、（イ）世帯を離れている方の状況、

（ウ）住居の種類、（エ）室数及び床面積、（オ）５月中の家計支出総額等、

２．世帯員に係る事項（ア）最多所得者、（イ）世帯主との続柄、（ウ）性、

（エ）出生年月、（オ）配偶者（夫又は妻）の有無、（カ）医療保険の加入状

況、（キ）公的年金・恩給の受給状況、（ク）乳幼児（小学校入学前）の保育
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状況（小学校入学前の者のみ）、（ケ）手助けや見守りの要否等（６歳以上の

者のみ）、（コ）教育（１５歳以上の者のみ）、（サ）公的年金の加入状況（１

５歳以上の者のみ）、（シ）別居している子の有無等（１５歳以上の者のみ）、

（ス）５月中の仕事の状況（１５歳以上の者のみ）、（セ）１週間の就業日数

等（１５歳以上の者のみ）、（ソ）就業開始時期（１５歳以上の者のみ）、（タ）

仕事の内容（職業分類）（１５歳以上の者のみ）、（チ）勤めか自営かの別等

（１５歳以上の者のみ）、（ツ）就業希望の有無等（１５歳以上の者のみ） 

※ 

【調査票名】 ２－健康票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）国勢

調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２７６，０００／４９，５６６，０００ 

（配布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査年の６月

の第１又は第２木曜日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所設置

市・特別区）－保健所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査年の７

月中旬 

【調査事項】 （ア）性、（イ）出生年月、（ウ）入院・入所の状況、（エ）自覚症状の有

無、その症状及び治療状況、（オ）通院・通所の状況・傷病名、（カ）病気や

けが、予防で支払った費用、（キ）日常生活への影響（６歳以上の者のみ）、

（ク）普段の活動ができなかった日数（６歳以上の者のみ）、（ケ）健康状態

（６歳以上の者のみ）、（コ）悩みストレスの有無・原因・相談状況（１２歳

以上の者のみ）、（サ）こころの状態（１２歳以上の者のみ）、（シ）喫煙の状

況（１２歳以上の者のみ）、（ス）健診等の受診状況（２０歳以上の者のみ）、

（セ）がん検診の状況（２０歳以上の者のみ） 

※ 

【調査票名】 ３－介護票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）個人 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）国勢

調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，０００／７２５，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査年の６月の第１又

は第２木曜日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所設置市・特別

区）－保健所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査年の７

月中旬 

【調査事項】 （ア）調査票の回答者、（イ）介護が必要な者の性別と出生年月、（ウ）要
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介護度の状況、（エ）介護が必要となった原因、（オ）居宅サービスの利用状

況、（カ）介護保険によるサービスを受けていない理由、（キ）主な介護者の

介護時間、（ク）主な介護者以外の介護者の状況、（ケ）家族・親族等と訪問

介護事業者による主な介護内容、（コ）居宅サービスの費用、（サ）６５歳以

上の介護保険被保険者（第１号被保険者）における介護保険料所得段階、（シ）

介護費用の負担力 

※ 

【調査票名】 ４－所得票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）国勢

調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５０，０００／２７６，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査年の前年の１月１

日～１２月３１日 （系統）厚生労働省－都道府県－（市、特別区及び福祉

事務所設置町村）－福祉事務所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査年の８

月中旬 

【調査事項】 （ア）性、（イ）出生年月、（ウ）所得の種類別金額、（エ）課税等の状況

別金額、（オ）企業年金・個人年金等の掛金、（カ）生活意識の状況（世帯主

又は世帯を代表する者のみ） 

※ 

【調査票名】 ５－貯蓄票（大規模調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）国勢

調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５０，０００／２７６，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査年の６月末日現在 

（系統）厚生労働省－都道府県－（市、特別区及び福祉事務所設置町村）－

福祉事務所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）厚生労働大臣への提出期限は、調査年の８

月中旬 

【調査事項】 （ア）貯蓄現在高、（イ）貯蓄現在高の増減及び減った場合の金額及び理

由、（ウ）借入金残高 

※ 

【調査票名】 ６－世帯票（簡易調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）国勢

調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５４，０００／４９，５６６，０００ （配
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布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査年の６月の第

１又は第２木曜日現在 （系統）厚生労働省－都道府県－（保健所設置市・

特別区）－保健所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年（大規模調査実施年を除く。） （実施期日）厚生労働大臣

への提出期限は、調査年の７月中旬 

【調査事項】 １．世帯に係る事項（ア）世帯員数等、（イ）５月中の家計支出総額、２．

世帯員に係る事項（ア）最多所得者、（イ）世帯主との続柄、（ウ）性、（エ）

出生年月、（オ）配偶者（夫又は妻）の有無、（カ）医療保険の加入状況、（キ）

傷病の状況、（ク）公的年金・恩給の受給状況、（ケ）公的年金の加入状況（１

５歳以上の者のみ）、（コ）５月中の仕事の状況（１５歳以上の者のみ）、（サ）

勤めか自営かの別等（１５歳以上の者のみ） 

※ 

【調査票名】 ７－所得票（簡易調査） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）世帯及び世帯員 （抽出枠）国勢

調査調査区 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１３，０００／５４，０００ （配布）

調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査年の前年の１月１

日～１２月３１日 （系統）厚生労働省－都道府県－（市、特別区及び福祉

事務所設置町村）－福祉事務所－指導員－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）年（大規模調査実施年を除く。） （実施期日）厚生労働大臣

への提出期限は、調査年の８月中旬 

【調査事項】 １．世帯に係る事項（ア）世帯区分、（イ）生活意識の状況、２．世帯員

に係る事項（ア）性、（イ）出生年月、（ウ）所得の種類別金額、（エ）課税

等の状況別金額、（オ）企業年金・個人年金等の掛金  
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【調査名】 経済産業省企業活動基本調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月１５日 

【実施機関】 経済産業省経済産業政策局調査統計部企業統計室 

【目 的】 経済産業省企業活動基本調査（以下「企業活動基本調査」という。）は、企業

の活動の実態を明らかにすることにより、企業に関する施策の基礎資料を得るこ

とを目的とする。 

【沿 革】 近年における我が国企業の事業活動は、多角化・組織化・系列化・国際化・

ソフト化等を中心に変化が著しく、かつ、このような事業活動の多角化・国際化

等による新たな展開は、同一企業内の複数事業所又は単一企業の領域を越え、複

数の企業にわたる新たな活動形態として具体化してきていることから、これらの

実態を定量的に把握することが、各種の行政施策を企画していく上で重要な課題

となっていた。 

 このような事業活動の多様化の実態を、既存の事業所を対象とする調査で把握

することが困難であり、また、企業を対象とする調査においても、包括的に把握

するものとなっていなかった。 

企業を単位とした事業活動の多角化の実態を把握する観点からは、昭和６２年、

平成元年に、製造業に属する企業を対象として工業統計調査（指定統計第１０号

を作成するための調査）丙調査が実施され、企業の事業活動の多角化等の状況を

把握してきたが、事業活動の多角化等は製造業だけでなく、他の産業においても

急速に進んでいることから、その全体像を把握することが困難となってきた。 

本調査は、産業・経済動向の変化に応じた通商産業政策を企画・立案するため

の基礎資料を得ることを目的とする新たな統計調査として、平成４年９月１１日、

指定統計に指定され、指定統計調査として３年周期により平成４年、７年に実施

された（工業統計調査丙調査は，平成４年以降廃止）。 

なお、本調査の実施に当たっては、工業統計調査丙調査の対象業種である製造

業のほか、鉱業、卸売・小売業、飲食店（一般飲食店及びその他の飲食店に属す

るものを除く。）に調査対象業種が拡大され、調査事項にも企業活動の多角化に

関する項目が加えられている。 

しかし、その後も多角化、分社化、生産拠点の海外移転等企業活動が複雑かつ

急激に変化しており、その実態を経年的にとらえていくことが必要となったこと

から、平成８年度以降、３年に１回の大規模調査と他の２回の簡易調査のローテ

ーションにより毎年実施することとされた。 

平成１０年には、「一般飲食店」が調査対象業種に追加されたほか、報告者負

担の軽減を図るため、プレプリントの実施、他指定統計調査結果データの利活用

等の措置が講じられている。 

平成１３年には「電気・ガス業」、「クレジットカード業、割賦金融業」及び「サ
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ービス業のうち経済産業省の所管業種を中心とした業種」が調査対象業種に追加

され、平成１６年には、デザイン・機械設計業、商品検査業、計量証明業、ボウ

リング場及びディスプレイ業の５業種が調査対象業種に追加されている。 

平成１７年には法人企業統計調査の調査結果の活用を図るため、所要の改正を

行っている。 

平成１９年にはサービス業（他に分類されないもの）のうち学術・開発研究機

関、洗濯・理容・美容・浴場業、廃棄物処理業等各省の了解を得られた業種を追

加している。 

【調査の構成】 １－企業活動基本調査票 

【公 表】 速報：調査実施後８か月以内、確報：調査実施後１年４か月以内 

※ 

【調査票名】 １－企業活動基本調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）企業活動基本調査は、日本標準産

業分類に掲げる大分類「鉱業，採石業，砂利採取業」、「製造業」、「電気・ガ

ス・熱供給・水道業（中分類「熱供給業」及び「水道業」を除く）」、「情報

通信業」、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「不動産業，物品賃貸業（中

分類「物品賃貸業」）」、「学術研究，専門・技術サービス業」、「宿泊業，飲料

サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教育，学習支援業）及び「サ

ービス業（他に分類されないもの）」に属する事業所を有する企業のうち、

従業者５０人以上かつ資本金額又は出資金額３，０００万円以上のものにつ

いて行う。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８，０００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎年３月３１日現在 （系

統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎月５月中旬に調査を実施。調査期日に属す

る年の５月１６日～７月１５日までの間に提出。 

【調査事項】 １．企業の名称及び所在地、２．資本金額又は出資金額、３．企業の設立

形態及び設立時期、４．直近１年間の組織再編行為の状況、５．企業の決算

月、６．事業組織及び従業者数、７．親会社、子会社・関連会社の状況、８．

資産・負債及び純資産並びに投資、９．事業内容、１０．取引状況、１１．

事業の外部委託の状況、１２．研究開発、能力開発、１３．技術の所有及び

取引状況、１４．企業経営の方向、１５．バイオテクノロジーの利用状況（３

年周期）  
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【調査名】 作物統計調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２６日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部生産流通消費統計課 

【目 的】 耕地及び作物の生産に関する実態を明らかにし、農業行政の基礎資料を整備

することを目的とする。 

【沿 革】 昭和２２年に開始し、昭和２５年から指定統計調査として実施している。昭

和５４年には、一部調査事項について調査項目の区分及び調査期日の変更を行っ

た。平成１４年には、１．関連する承認統計調査を含めた調査体系の整備、２．

調査対象品目の選定基準の策定、３．調査票の統廃合、ＯＣＲ化等を実施した。

平成１７年には、１．作付予定面積調査及び野菜・果樹に係る予想収穫量調査の

廃止、２．てんさい・さとうきびに関する作付面積調査及び予想収穫量・収穫量

調査の郵送調査化等の変更を行った。平成１９年には、１．かんしょ及び甘味資

源作物（てんさい及びさとうきび）に係る予想収穫量調査の廃止、２．耕地面積

調査及び水稲に係る作付面積調査において、調査員による実測調査の導入、３．

水稲以外の作物に係る作付面積調査については農業協同組合その他の関係団体

を対象に、水稲以外の作物に係る収穫量調査については関係団体及び標本経営体

を対象に往復郵送化をそれぞれ実施した。 

【調査の構成】 １－耕地面積調査 ２－作付面積調査 ３－作柄概況調査 ４－予想収

穫量調査 ５－収穫量調査 ６－被害応急調査 ７－共済減収調査 

【公 表】 調査結果は、インターネットに掲載するほか、報告書により公表する。各公

表の公表予定時期については、おおむね次のとおり。（１）耕地面積調査は、１

０月下旬、（２）作付面積調査は、作物ごとにそれぞれ６月中旬～翌年の２月上

旬の間、（３）作柄概況調査は、７月～９月の各下旬、（４）予想収穫量調査は、

１０月下旬、（５）収穫量調査は作物ごとにそれぞれ６月中旬～翌年５月下旬ま

での間、（６）被害応急調査は、原則として四半期ごと及び天災融資法発動の際、

（７）共済減収調査は、各作物ごとに調査実施後３か月以内。 

※ 

【調査票名】 １－耕地面積調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場 （属性）圃場、耕地の所有者又は耕作者（農

林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）調査員・職員 （取集）調査員・職員 （記

入）他計 （把握時）７月１５日 （系統）農林水産省－地方農政局－地方

農政事務所－統計・情報センター－報告者（統計・情報センター職員及び調

査員による実測調査） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）７月上旬～７月下旬 

【調査事項】 耕地の田畑別面積、耕地の田畑別の拡張及びかい廃面積 
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※ 

【調査票名】 ２－作付面積調査 

【調査対象】 （地域）全国（作物によっては一部の地域。また、作物によっては、３年

又は５年ごとに全国調査を行い、その中間年には主産県で調査を行う。） 

（単位）圃場、協同組合、事業所又は企業、世帯 （属性）（１）圃場、（２）

農業協同組合、荒茶工場、製糖会社、製糖工場、集出荷団体、集出荷業者、

その他の関係団体、（３）耕地の所有者又は耕作者（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出・有意抽出 （客体数）７，９２０／２８，９

２０ （配布）郵送・調査員・職員 （取集）郵送・調査員・職員 （記入）

併用 （把握時）作物により、７月１５日、９月１日又は収穫期 （系統）

農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者

（水稲については、統計・情報センター職員による実測調査） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）水稲については、７月上旬～７月下旬。それ

以外の作物については、把握時の前後の期間 

【調査事項】 作物の種類別作付面積 

※ 

【調査票名】 ３－作柄概況調査 

【調査対象】 （地域）全国（７月１５日現在調査については、徳島県、高知県、宮崎県、

鹿児島県及び沖縄県） （単位）圃場 （属性）圃場、耕地の所有者又は耕

作者（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）職員 （取集）職員 （記入）他計 （把

握時）７月１５日、８月１５日及びもみ数確定期 （系統）農林水産省－地

方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者（統計・情報セン

ター職員による実測調査） 

【周期・期日】 （周期）年３回 （実施期日）把握時の前後の期間 

【調査事項】 水稲の時期別の作柄概況 

※ 

【調査票名】 ４－予想収穫量調査 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）圃場 （属性）圃場、耕地の所有者又は耕作者（農

林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）職員 （取集）職員 （記入）他計 （把

握時）１０月１５日 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政事務所－

統計・情報センター－報告者（統計・情報センター職員による実測調査） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１０月上旬～１０月中旬 

【調査事項】 水稲の予想収穫量 

※ 
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【調査票名】 ５－収穫量調査 

【調査対象】 （地域）全国（作物によっては一部の地域。また、作物によっては、３年

又は５年ごとに全国調査を行い、その中間年には主産県で調査を行う。） 

（単位）圃場、協同組合、事業所又は企業、世帯 （属性）（１）圃場、（２）

農業協同組合、荒茶工場、製糖会社、製糖工場、集出荷団体、集出荷業者、

その他の関係団体、（３）耕地の所有者又は耕作者（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）全数・無作為抽出・有意抽出 （客体数）１１０，４２０／１，

１７６，５２０ （配布）郵送・職員 （取集）郵送・職員 （記入）併用 

（把握時）作物ごとの収穫期 （系統）農林水産省－地方農政局－地方農政

事務所－統計・情報センター－報告者（水稲については、統計・情報センタ

ー職員による実測調査） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）把握時の前後の期間 

【調査事項】 作物の種類別収穫量（水稲にあってはその災害種類別の被害量、果樹及び

野菜にあっては出荷量を含む。花きにあっては出荷量に限る。） 

※ 

【調査票名】 ６－被害応急調査 

【調査対象】 （地域）作物について重大な被害が発生したと認められる地域 （単位）

圃場 （属性）圃場、耕地の所有者又は耕作者（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （配布）職員 （取集）職員 （記入）他計 （把握

時）農作物に重大な被害が発生したとき （系統）農林水産省－地方農政局

－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者（統計・情報センター職員

による実測調査） 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）農作物に重大な被害が発生したとき認められ

る場合、速やかに行う。 

【調査事項】 災害を受けた作物（作物について重大な災害等が発生したと認められる地

域内にある作物の栽培の用に供される土地のうちからセンターの長が選定

した土地において栽培される作物）の災害種類別作付面積及び被害量 

※ 

【調査票名】 ７－共済減収調査 

【調査対象】 （地域）農作物、畑作物及び果樹共済事業を実施する都道府県のうち、当

該作物ごとに農林水産省統計部長が定める都道府県 （単位）圃場 （属性）

圃場、耕地の所有者又は耕作者（農林業経営体を含む。） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （配布）職員 （取集）職員 （記入）他計 （把

握時）作物により、収穫期又は暴風雨が発生したとき （系統）農林水産省

－地方農政局－地方農政事務所－統計・情報センター－報告者（統計・情報

センター職員による実測調査） 
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【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）原則としては収穫期に行う。ただし、りんご、

ぶどう、なし及びももについては、暴風雨が発生した場合、速やかに行う。 

【調査事項】 作物（農業災害補償法第８４条第１項第１号、第４号及び第６号に掲げる

作物の栽培の用に供される土地のうちから当該作物の種類ごとに抽出した

土地において栽培される当該作物）の種類別共済基準減収量及び当該基準減

収量に係る作付面積 
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 介護給付費実態調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月４日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 

【目 的】 本調査は、介護サービスに係る給付費の状況を把握し、介護報酬の改定を始

めとした介護保険制度の円滑な運営に必要な基礎資料を得ることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統計法

の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－介護給付費実態調査票 

【公 表】 月報：調査票の提出月の翌月下旬（厚生労働省ＨＰ、ｅ－Ｓｔａｔ及び報告

書）年度報（５月～４月審査分）：概況は毎年８月（厚生労働省ＨＰ）、結果表は

概況公表の翌年２月（ｅ－Ｓｔａｔ及び報告書） 

※ 

【調査票名】 １－介護給付費実態調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）国民健康保険中央会 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自

計 （把握時）調査票提出月の前月１か月（当該月の審査支払機関における

審査実績） （系統）厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）毎月２０日 

【調査事項】 生年月日、性別コード、要介護状態区分コード、サービス種類コード、サ

ービス単位数、日数・回数等  
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【調査名】 地域特産野菜生産状況調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月８日 

【実施機関】 農林水産省生産局生産流通振興課 

【目 的】 各都道府県において生産される多様な野菜について、品目、作付面積、収穫

量、出荷量等の推移を明らかにし、産地の育成、消費ニーズを踏まえた野菜の安

定供給、産地の状況に応じたきめ細かな野菜行政を推進していくとともに、消費

者への情報提供等を図っていく上で必要不可欠な基礎的資料を得ることを目的

とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和４４年から「野菜生産状況表式調査」の名称で隔年で実施し

ていたもの。昭和４８年までは、主産県を対象に調査を実施していたが、昭和５

０年以降は、全都道府県を対象に調査を実施していた。 

なお、本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統

計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになり、これを機に調

査名を「地域特産野菜生産状況調査」に変更した。 

【調査の構成】 １－地域特産野菜生産状況調査票 

【公 表】 農林水産省ホームページ（調査実施の翌年度５月） 

【備 考】 今回の変更は、調査名の変更、報告者の整理、調査事項の削除。 

※ 

【調査票名】 １－地域特産野菜生産状況調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）協同組合 （属性）農業協同組合 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，３６５ （配布）郵送・オンライン・ＦＡ

Ｘ・電話 （取集）郵送・オンライン・ＦＡＸ・電話 （記入）自計 （把

握時）調査実施年の前々年（１～１２月）に収穫されたもの （系統）都府

県（沖縄県を除く）：農林水産省－地方農政局－都府県－（市町村）－農業

協同組合、沖縄県：農林水産省－内閣府沖縄総合事務局－沖縄県－（市町村）

－農業協同組合、北海道：農林水産省－北海道－（市町村）－農業協同組合 

【周期・期日】 （周期）２年（隔年） （実施期日）調査実施年の２月上旬～下旬 

【調査事項】 ア．品目別・栽培方法（施設・露地）別の作付面積、イ．品目別・栽培方

法別の収穫量、ウ．品目別・栽培方法別の出荷量、エ．品目（一部品目を除

く）別・栽培方法別の出荷量の内訳（生食用・加工用）  
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【調査名】 バイオ産業創造基礎調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月１５日 

【実施機関】 経済産業省製造産業局生物化学産業課 

【目 的】 バイオテクノロジー産業の市場規模を把握することにより、今後のバイオテ

クノロジー産業の振興に係る基礎資料を得る。 

【沿 革】 平成１２年度から毎年実施。文部科学省、厚生労働省、農林水産省との協力

の下、経済産業省が調査を実施している。平成１６年度調査から、ベンチャー企

業も調査対象としている。 

【調査の構成】 １－バイオ産業創造基礎調査票 

【公 表】 経済産業省ホームページ上、紙媒体、ｅ－Ｓｔａｔ（平成２２年３月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－バイオ産業創造基礎調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）バイオテクノロジーの知見を利用

した製品の製造及びサービスの提供を行う企業。 （抽出枠）バイオ産業創

造基礎調査（約８８０社）、バイオインダストリー協会会員企業（約１００

社）、社団法人バイオ産業情報化コンソーシアム会員企業（約２５社）、バイ

オベンチャー及び中小企業統計調査（約４８５社）、企業活動基本調査（約

９５０社） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，４４０ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）年度末 （系統）経済産

業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）平成２２年２月末 

【調査事項】 資本金額、設立年、業種分類、売上高及び付加価値、バイオテクノロジー

関連製品等の国内生産出荷額等、常時従業者数及びバイオテクノロジー関連

業常時従業者比率、研究開発者数及びバイオテクノロジー関連業研究開発者

比率、研究開発費及びバイオテクノロジー関連業研究開発費比率 
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【調査名】 国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２０１１年ラウンド「衣類・装身具

等」調査）に関する小売物価調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月１６日 

【実施機関】 総務省統計局統計調査部消費統計課物価統計室 

【目 的】 本調査は、国際比較に必要な商品の小売価格及びサービス料金を調査し、Ｏ

ＥＣＤが主宰する国際比較プログラム」（ＩＣＰ）に対して、各国通貨の購買力

平価による国内総生産（ＧＤＰ）の実質比較を行うための基礎資料を提供するこ

とを目的とする。 

【調査の構成】 １－国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２０１１年ラウンド「衣類・装身具

等」調査）に関する小売物価調査 調査票 

【公 表】 総務省政策統括官（統計基準担当）を通じてＯＥＣＤに報告され、ＯＥＣＤ

から公表される。 

※ 

【調査票名】 １－国際比較プログラム（ＯＥＣＤ２０１１年ラウンド「衣類・装身具等」

調査）に関する小売物価調査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都区部 （単位）店舗 （属性）東京都区部の小売業 （抽

出枠）事業所母集団データベースを使用し、国際比較プログラムに関する小

売物価調査の対象事業所を従業者規模別に層別集中して作成した調査名簿

より選定 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１００／５６，０００ （配布）調査員（統

計局職員） （取集）調査員（統計局職員） （記入）他計 （把握時）平

成２２年２月～５月 （系統）総務省統計局－調査員（職員）－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月１７日～５月３１日 

【調査事項】 衣類・装身具等の品目・銘柄に関する小売価格  
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【調査名】 土壌改良資材の生産量及び輸入量調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２３日 

【実施機関】 農林水産省生産局農業環境対策課 

【目 的】 本調査は、地力増進法（昭和５９年法律第３４号）第１１条の規定に基づき

政令で指定している土壌改良資材について、生産量、輸入量及び利用状況を把握

し、その安定供給等による地力の増進対策を推進するための基礎資料を得ること

を目的とする。 

【沿 革】 昭和６０年から調査を開始した。 

【調査の構成】 １－土壌改良資材の生産量調査票 ２－土壌改良資材の輸入量調査票 

【公 表】 ホームページ（調査実施年の６月上旬） 

【備 考】 今回の変更は、調査票の回答欄のうち一部の選択肢の削除。 

※ 

【調査票名】 １－土壌改良資材の生産量調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）土壌改良資材の製造業者 （抽出

枠）全国土壌改良資材協議会会員要覧等の団体名簿を基に業務情報を追加し

て作成した土壌改良資材企業名簿 

【調査方法】 （選定）全数及び有意抽出 （客体数）１１５／１９４ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年の１年間（１月～１

２月） （系統）農林水産省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）３月上旬～３月３１日 

【調査事項】 １．事業者名、２．土壌改良資材の名称、３．土壌改良資材の種類、４．

生産量（購入量を含む）、５．払出量（農業用、農業のうち家庭園芸用） 

※ 

【調査票名】 ２－土壌改良資材の輸入量調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）土壌改良資材の輸入業者 （抽出

枠）全国土壌改良資材協議会会員要覧等の団体名簿を基に業務情報を追加し

て作成した土壌改良資材企業名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２３ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査実施年の前年の１年間（１月～１２月） （系統）農

林水産省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）３月上旬～３月３１日 

【調査事項】 １．事業者名、２．輸入土壌改良資材の名称、３．輸入土壌改良資材の種

類、４．国名、５．輸入量、６．払出量（農業用、農業のうち家庭園芸用）
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【調査名】 生産者の米穀在庫等調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２３日 

【実施機関】 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課 

【目 的】 本調査は、生産者の米穀の在庫量、消費量、販売量等の実態を把握し、米穀

の需給及び価格の安定を図る観点から、食糧行政を円滑に遂行する等、各種行政

施策の推進のための基礎資料を整備することを目的とする。 

【沿 革】 平成２２年に、調査の名称を「米穀の生産・販売等動態調査」から「生産者

の米穀在庫等調査」に変更、調査対象の範囲を「米麦の出荷等に関する基本調査」

から「農林業センサス」に変更、２種類の調査票のうち「品種別作付面積に関す

る調査票」の廃止、調査の方法を職員調査と郵送調査の併用から調査員調査へ変

更、実施機関を食糧部から統計部へ変更、調査票の回収を毎月回収から年３回（６

月、９月、４月）に変更、公表時期を毎月公表から年３回（７月、１０月、翌年

６月）に変更された。 

【調査の構成】 １－生産者の米穀在庫等調査調査票 

【公 表】 印刷物及びホームページ（概要：調査実施年の７月、１０月及び調査実施年

の翌年の６月、詳細：調査実施年の翌年の８月） 

※ 

【調査票名】 １－生産者の米穀在庫等調査調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）農家 （属性）販売目的で水稲を１０アール以上

作付けた販売農家 （抽出枠）２００５年農林業センサス 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，１８４／１，３９２，７２６ （配

布）調査員・職員（平成２２年調査に限り職員が配布） （取集）調査員 （記

入）自計 （把握時）毎月末現在 （系統）平成２２年調査：（配布）農林

水産省－地方農政事務所等－報告者、（回収）農林水産省－地方農政事務所

等－統計・情報センター－調査員－報告者 平成２３年調査以降：農林水産

省－地方農政事務所等－統計・情報センター－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）４月及び５月分の調査票：６月上旬、６月～

８月分の調査票：９月中旬、９月～３月分の調査票：４月中旬 

【調査事項】 １．属性情報（世帯員数、水稲作付のべ面積）、２．月初在庫量、３．供

給量、４．消費量、５．販売量、６．無償で譲渡した量、７．その他（消失、

盗難等）、８．月末在庫量、９．もみずりの量、１０．精米の状況、１１．

６月末見込在庫量（５月分調査の提出時のみ報告を求める）  
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【調査名】 地域保健・健康増進事業報告（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２３日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部人口動態・保健統計課保健統計室 

【目 的】 地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた保健施策の

展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握し、国及び地方公共団体

の地域保健施策の効率的・効果的な推進のための基礎資料を得る。 

【沿 革】 本調査は、保健所における公衆衛生の向上に関する事業活動を把握するため、

「保健所運営報告」（届出統計調査）として昭和２９年に発足し、平成９年に保

健所と市町村の両面から施策の実施状況を把握できるように調査項目を変更の

上、名称を「地域保健事業報告」に変更し、その後、１１年に、調査の効率化・

合理化等の観点から「老人保健事業報告」（届出統計調査）との統合により「地

域保健・老人保健事業報告」となった。 

さらに、老人保健法（昭和５７年法律第８０号）の一部改正に伴い、老人保健

事業のうち医療保険者が行わない事業は、市町村が健康増進法（平成１４年法律

第１０３号）等に基づき実施することとなったため、平成２０年に名称を「地域

保健・健康増進事業報告」に変更した。 

なお、本調査は、旧統計法下では「届出統計調査」として扱われてきたが、統

計法の全部改正により、一般統計調査として扱われることになった。 

【調査の構成】 １－地域保健・健康増進事業報告（都道府県が設置する保健所） ２－

地域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）以外の市町村） ３－地

域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）） 

【公 表】 概況：厚生労働省ホームページ（調査対象となる年度の翌年度３月）、統計表：

報告書及びｅ－Ｓｔａｔ（調査対象となる年度の翌々年度６月） 

【備 考】 今回の変更は、調査票－２及び３に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－地域保健・健康増進事業報告（都道府県が設置する保健所） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）都道府県が設置する保健

所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３８０ （配布）オンライン （取集）オンラ

イン （記入）自計 （把握時）調査票により、前年度１年間又は前年度末

現在 （系統）厚生労働省－都道府県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査対象となる年度の翌年度６月末日 

【調査事項】 １．健康診断、母子保健等のサービスの実施状況（母子保健４事項、歯科

保健、健康増進２事項、精神保健福祉２事項、難病、エイズ、衛生教育、結

核予防２事項、生活衛生、試験検査）、２．保健所の連絡調整等の実施状況

（連絡調整に関する会議、研修等、調査・研究）、３．職員設置状況及び市
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町村への援助状況 

※ 

【調査票名】 ２－地域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）以外の市町村） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）政令市（特別区）以外の

市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１，７５３ （配布）オンライン （取集）オ

ンライン （記入）自計 （把握時）調査票により、前年度１年間又は前年

度末現在 （系統）厚生労働省－都道府県－報告者、厚生労働省－都道府県

－都道府県が設置する保健所－報告者、厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査対象となる年度の翌年度６月末日 

【調査事項】 １．健康診断、母子保健等のサービスの実施状況（母子保健４事項、歯科

保健、健康増進、精神保健福祉、難病、衛生教育、予防接種、試験検査）、

２．保健所の連絡調整等の実施状況（連絡調整に関する会議、調査・研究）、

３．職員設置状況、４．健康増進事業の実施状況（９事項） 

※ 

【調査票名】 ３－地域保健・健康増進事業報告（政令市（特別区）） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）地方公共団体 （属性）政令市（特別区） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４２ （配布）オンライン （取集）オンライ

ン （記入）自計 （把握時）調査票により、前年度１年間又は前年度末現

在 （系統）厚生労働省－都道府県－報告者、厚生労働省－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査対象となる年度の翌年度６月末日 

【調査事項】 １．健康診断、母子保健等のサービスの実施状況（母子保健６事項、歯科

保健、健康増進２事項、精神保健福祉２事項、難病、エイズ、衛生教育、予

防接種、結核予防２事項、生活衛生、試験検査）、２．保健所の連絡調整等

の実施状況（連絡調整に関する会議、調査・研究）、３．職員設置状況、４．

健康増進事業の実施状況（９事項）  
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【調査名】 鉄鋼需給動態統計調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２４日 

【実施機関】 経済産業省製造産業局鉄鋼課 

【目 的】 １．普通鋼鋼材の鋼材部門別における払出の実態を把握し、鋼材の需給状況

を明らかにして、行政施策の基礎資料とする。２．普通鋼鋼材の鋼材部門別にお

ける受入・払出・在庫の実態を把握し、鋼材の需給状況を明らかにして、行政施

策の基礎資料とする。３．特殊鋼鋼材の需給の実態を把握するため、特殊鋼鋼材

の鋼種別（工具鋼４鋼種、構造用鋼２鋼種、特殊用途鋼８鋼種）に受入（生産工

場、販売業者）、販売（消費者、販売業者）、在庫の月次動向を調査することで、

行政施策の基礎資料とする。 

【沿 革】 本調査は、１．鉄鋼需給月報（普通鋼鋼材部門別払出（生産業者工場用））、

２．鉄鋼需給月報（普通鋼鋼材部門別受入・払出・在庫（生産業者本社営業所用・

販売業者用））及び３．特殊鋼鋼材需給月報の３調査票から構成されており、１

及び２は、昭和２５年から、３は、昭和５０年から実施されている。 

【調査の構成】 １－鉄鋼需給月報 普通鋼鋼材部門別払出（生産業者工場用） ２－鉄

鋼需給月報 普通鋼鋼材部門別受入・払出・在庫（生産業者本社営業所用・

販売業者用） ３－特殊鋼鋼材需給月報 

【公 表】 「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報」、ホームページ（翌々月２５日）。「鉄

鋼・非鉄金属・金属製品統計年報」（翌年６月） 

※ 

【調査票名】 １－鉄鋼需給月報 普通鋼鋼材部門別払出（生産業者工場用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）普通鋼熱間圧延鋼材、普通鋼冷

間仕上鋼材（線材を除く）、めっき鋼材（線材を除く）及び鋼管を生産する

事業所。 （抽出枠）（社）日本鉄鋼連盟会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２６０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１２日 

【調査事項】 品目別／部門別払出重量、事業所名、事業所在地、作成者の所属部署名及

び氏名 

※ 

【調査票名】 ２－鉄鋼需給月報 普通鋼鋼材部門別受入・払出・在庫（生産業者本社営

業所用・販売業者用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）普通鋼熱間圧延鋼材、普通鋼冷

間仕上鋼材（線材を除く）、めっき鋼材（線材を除く）及び鋼管を生産する

事業所。 （抽出枠）（社）日本鉄鋼連盟会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２７０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）
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自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１２日 

【調査事項】 品目名／部門別受入・払出・月末在庫重量、事業所名、事業所在地、作成

者の所属部署名及び氏名 

※ 

【調査票名】 ３－特殊鋼鋼材需給月報 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）特殊鋼鋼材を販売する事業所。 

（抽出枠）（社）特殊鋼倶楽部会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１２日 

【調査事項】 鋼種別受入・販売・月末在庫重量、事業所名、事業所所在地、作成者所属

部署及び氏名  
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【調査名】 鉄鋼生産内訳月報（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２４日 

【実施機関】 経済産業省製造産業局鉄鋼課 

【目 的】 特殊鋼鋼材の用途別外販数量、外販在庫、普通鋼鋼材の外販別生産及び鋼管

の製法別・用途別生産を把握して、適切なる行政施策の基礎資料とする。 

【沿 革】 本調査は、１．鉄鋼生産内訳月報（鍛綱品・鋳鋼品）、２．鉄鋼生産内訳月報

（特殊鋼鋼材販売・在庫、普通鋼鋼材生産内訳、鋼管生産内訳）の２調査票から

構成されており、いずれも昭和３７年に、経済産業省生産動態統計調査（指定統

計第１１号を作成するための調査）の簡素、合理化措置により分離して実施され

ているものである。 

【調査の構成】 １－鉄鋼生産内訳月報（鍛鋼品・鋳鋼品） ２－鉄鋼生産内訳月報（特

殊鋼鋼材販売・在庫、普通鋼鋼材生産内訳、鋼管生産内訳） 

【公 表】 「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計月報」及び経済産業省ホームページ（翌々

月２５日）。「鉄鋼・非鉄金属・金属製品統計年報」（翌年６月） 

※ 

【調査票名】 １－鉄鋼生産内訳月報（鍛鋼品・鋳鋼品） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）特殊鋼鋼材又は普通鋼鋼材（再

生鋼材を除く）及び鋼管を生産している事業所。 （抽出枠）（社）日本鉄

鋼連盟会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２５０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済

産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１２日 

【調査事項】 特殊鋼外販用鋼材販売・在庫、普通鋼外販用鋼材生産内訳、鋼管製法別・

用途別生産内訳 

※ 

【調査票名】 ２－鉄鋼生産内訳月報（特殊鋼鋼材販売・在庫、普通鋼鋼材生産内訳、鋼

管生産内訳） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）特殊鋼鋼材又は普通鋼鋼材（再

生鋼材を除く）及び鋼管を生産している事業所。 （抽出枠）（社）日本鉄

鋼連盟会員名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２５０ （配布）郵送・オンライン （取集）

郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）毎月末日現在 （系統）経済

産業省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌月１５日 

【調査事項】 特殊鋼外販用鋼材販売・在庫、普通鋼外販用鋼材生産内訳、鋼管製法別・
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用途別生産内訳  
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【調査名】 水産物流通調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２５日 

【実施機関】 農林水産省水産庁漁政部加工流通課、農林水産省大臣官房統計部生産流通

消費統計課消費統計室 

【目 的】 産地水産物用途別出荷量調査票：全国の主要漁港における主要水産物の用途

別出荷量等を調査し、水産物の需給計画、流通施設の改善等を推進するための資

料とすることを目的に実施する。 

冷蔵水産物在庫量調査票：全国の冷凍・冷蔵工場における水産物の入出庫量、

在庫量等を調査し、水産物の在庫の動向を明らかにして、水産物の需給計画、価

格安定対策等を推進するための資料とすることを目的とする。 

水産加工（陸上）調査票：全国の陸上加工経営体における水産加工品の生産量

を調査し、水産加工品の生産動向を明らかにして、水産加工業振興対策等のため

の資料とすることを目的とする。 

【沿 革】 本調査は、昭和３１年から実施。平成１８年分の調査から、水産加工（陸上）

調査票を標本調査化。平成１９年分の調査から、産地水揚量・価格調査（年間）

調査票の調査周期を変更。平成１９年分の調査から、産地水産物流通形態別調査

票及び消費地月別品目調査票を廃止。平成２１年分の調査から、産地水産物用途

別出荷量調査票及び冷蔵水産物在庫量調査票を統計部から水産庁に移管。 

【調査の構成】 １－産地水産物用途別出荷量調査票 ２－冷蔵水産物在庫量調査票 ３

－水産加工（陸上）調査票 

【公 表】 産地水産物用途別出荷量調査票：印刷物及びホームページ（概要：調査実施

年の５月末（ただし、平成２２年に実施する調査については６月上旬）、詳細：

調査実施年の１２月末）、 冷蔵水産物在庫量調査票：印刷物及びホームページ

（月報：調査実施月の翌月の末日、年報：調査実施年の翌年１２月末日）、 水

産加工（陸上）調査票：印刷物及びホームページ（概要：調査実施年の５月上旬

（平成２２年に実施する調査については６月上旬）、詳細：調査実施年の翌年３

月末） 

【備 考】 今回の変更は、調査票１及び２の調査組織の変更、調査票１及び２の調査方

法の変更、調査票２の調査事項の一部変更、調査票３の報告を求める者の選定方

法の変更。 

※ 

【調査票名】 １－産地水産物用途別出荷量調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）卸売業者、漁業協同組合及び仲

卸業者 （抽出枠）直近の漁業センサス漁業地区名簿 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３２／２，１７７ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年の前年の１年間（１月１日～１
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２月３１日） （系統）農林水産省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）１月下旬～２月下旬（ただし、平成２２年に

実施する調査については３月上旬～３月中旬） 

【調査事項】 品目別用途別出荷量 

※ 

【調査票名】 ２－冷蔵水産物在庫量調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）冷凍・冷蔵工場 （抽出枠）直

近の漁業センサス 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）７０９／５，８７０ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）月末在庫量：調査実施月の前々月末現

在、 月間入出庫量：調査実施月の前月の１か月間（１日～末日） （系統）

農林水産省－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査実施月の上旬～調査実施月の２０日（た

だし、平成２２年１月分については、２月分の調査と併せて実施する。） 

【調査事項】 品目別月末在庫量及び月間入出庫量 

※ 

【調査票名】 ３－水産加工（陸上）調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）水産加工品を生産する陸上加工

経営体（加工場又は施設を持たない漁家を除く。） （抽出枠）直近の漁業

センサス 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３，５３４／１０，０９７ （配布）郵送・

調査員・ＦＡＸ （取集）郵送・調査員・ＦＡＸ （記入）併用 （把握時）

調査年の前年の１年間（１月１日～１２月３１日） （系統）農林水産省－

地方農政事務所（局）－統計・情報センター－調査員－報告者、農林水産省

－地方農政事務所（局）－統計・情報センター－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）調査員調査：調査年の１月上旬～２月下旬（た

だし、平成２２年に実施する調査については３月上旬～３月下旬）、往復

郵送調査：調査年の１月上旬～２月下旬（ただし、平成２２年に実施する

調査については３月上旬～３月下旬） 

【調査事項】 加工種類別品目別生産量  
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【調査名】 エネルギー消費統計調査（平成２２年承認） 

【承認年月日】 平成２２年２月２５日 

【実施機関】 資源エネルギー庁長官官房総合政策課 

【目 的】 エネルギー消費統計調査は、我が国の産業部門・業務部門におけるエネルギ

ー消費実態を産業別・都道府県別に把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－調査票第１号 ２－調査票第２号 ３－調査票第３号 ４－調査票

第４号 ５－調査票第５号 ６－調査票第６号 ７－調査票第７号 ８－

調査票第８号 ９－調査票第９号  

【公 表】 インターネットにより公表（調査年の翌年３月頃） 

【備 考】 今回の変更は、すべての調査票に係る調査票レイアウトの一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－調査票第１号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類「農

業，林業」のうち小分類「耕種農業」及び「畜産農業」を除き、調査票第２

～９号に属さない事業所。ただし、経済産業省特定業種石油等消費統計調査

の対象事業所を除く（以下同じ）。 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統

計調査名簿を母集団名簿とし、熱量換算エネルギー消費量の合計が、産業別

に、目標精度を達成するために必要な抽出数を設定し、無作為に調査対象と

なる事業所を選定する。ただし、製造業は従業者数５０人以上、非製造業は

従業者数１００人以上の事業所については全数調査。 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１５０，０００／５，１３７，

０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査年の

前年４月１日～調査年の３月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．送付先所在地、企業名（事業所名）、通称名、部署名、記入者氏名、

２．調査対象所在地、事業所名、通称名、３．購入電力量又は受電量、４．

電力の契約会社及び契約種別、５．燃料消費量、燃料転換量、６．自家発電

量、自家発電の販売・払出量、自家発電設備、７．熱源の購入・受入量、熱

源の発生・回収量、熱源の消費量、熱源の販売・払出量、８．従業員数、延

べ床面積、売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ２－調査票第２号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類の大分類のう

ち、「農業，林業」、「漁業」、「鉱業，採石業，砂利採取業」、「建設業」のう

ち、小分類「耕種農業」及び「畜産農業」に属する事業所を除く事業所。 （抽



- 29 - 
 

出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿を母集団名簿とし、熱量換算エ

ネルギー消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために必要な抽出

数を設定し、無作為に調査対象となる事業所を選定する。ただし、従業者数

１００人以上の事業所については全数調査。 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１３，０００／５６３，０００ 

（配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査年の前年４月

１日～調査年の３月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．送付先所在地、企業名（事業所名）、通称名、部署名、記入者氏名、

２．調査対象所在地、事業所名、通称名、３．購入電力量又は受電量、４．

電力の契約会社及び契約種別、５．燃料消費量、燃料転換量、６．自家発電

量、自家発電の販売・払出量、自家発電設備、７．熱源の購入・受入量、熱

源の発生・回収量、熱源の消費量、熱源の販売・払出量、８．従業員数、延

べ床面積、売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ３－調査票第３号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）国、地方公共団体等に属する事

業所。 （抽出枠）平成１８年事業所・企業統計調査名簿を母集団名簿とし、

熱量換算エネルギー消費量の合計が、産業別に、目標精度を達成するために

必要な抽出数を設定し、無作為に調査対象となる事業所を選定する。ただし、

従業者数１００人以上の事業所については全数調査。 

【調査方法】 （選定）全数及び無作為抽出 （客体数）１６，０００／１８８，０００ 

（配布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査年の前年４月

１日～調査年の３月末日 （系統）資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．送付先所在地、企業名（事業所名）、通称名、部署名、記入者氏名、

２．調査対象所在地、事業所名、通称名、３．購入電力量又は受電量、４．

電力の契約会社及び契約種別、５．燃料消費量、燃料転換量、６．自家発電

量、自家発電の販売・払出量、自家発電設備、７．熱源の購入・受入量、熱

源の発生・回収量、熱源の消費量、熱源の販売・払出量、８．従業員数、延

べ床面積 

※ 

【調査票名】 ４－調査票第４号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）前年度エネルギー消費統計調査

までの結果から、建物全体のエネルギーについて把握していると回答した事

業所。 （抽出枠）前年度エネルギー消費統計調査までの結果から、建物全
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体のエネルギーについて把握していると回答した事業所。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査年の前年４月１日～調査年の３月末日 （系統）

資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．送付先所在地、企業名（事業所名）、通称名、部署名、記入者氏名、

２．調査対象所在地、事業所名、通称名、３．購入電力量又は受電量、４．

燃料消費量、燃料転換量、５．自家発電量、自家発電の販売・払出量、自家

発電設備、６．熱源の購入・受入量、熱源の発生・回収量、熱源の消費量、

熱源の販売・払出量、７．従業員数、延べ床面積、売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ５－調査票第５号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）エネルギー使用の合理化に関す

る法律指定工場（第１種、第２種）のうち、ビルオーナー等。 （抽出枠）

エネルギー使用の合理化に関する法律指定工場（第１種、第２種）のうち、

ビルオーナー等。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査年の前年４月１日～調査年の３月末日 （系統）

資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．送付先所在地、企業名（事業所名）、通称名、部署名、記入者氏名、

２．調査対象所在地、事業所名、通称名、３．購入電力量又は受電量、４．

燃料消費量、燃料転換量、５．自家発電量、自家発電の販売・払出量、自家

発電設備、６．熱源の購入・受入量、熱源の発生・回収量、熱源の消費量、

熱源の販売・払出量、７．従業員数、延べ床面積、売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ６－調査票第６号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）エネルギー合理化に関する法律

指定工場（第１種、第２種）のうち、ビルを除く事業所（第５号、第７号を

除く）。 （抽出枠）エネルギー合理化に関する法律指定工場（第１種、第

２種）のうち、ビルオーナー等。（第５号、第７号を除く）。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）９，０００ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）調査年の前年４月１日～調査年の３月末日 （系統）

資源エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．送付先所在地、企業名（事業所名）、通称名、部署名、記入者氏名、
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２．調査対象所在地、事業所名、通称名、３．購入電力量又は受電量、４．

燃料消費量、燃料転換量、５．自家発電量、自家発電の販売・払出量、自家

発電設備、６．熱源の購入・受入量、熱源の発生・回収量、熱源の消費量、

熱源の販売・払出量、７．従業員数、延べ床面積、売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ７－調査票第７号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）熱供給事業法に基づく事業の許

可を受けた熱供給事業者、第５号、第６号を除く省エネ法定期報告対象事業

場のうち熱供給業及び前年度エネルギー消費統計調査で熱を発生かつ販売

している事業者。 （抽出枠）熱供給事業法に基づく事業の許可を受けた熱

供給事業者、第５号、第６号を除く省エネ法定期報告対象事業場のうち熱供

給業及び前年度エネルギー消費統計調査で熱を発生かつ販売している事業

者。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１８０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査年の前年４月１日～調査年の３月末日 （系統）資源

エネルギー庁－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．送付先所在地、企業名（事業所名）、通称名、部署名、記入者氏名、

２．調査対象所在地、事業所名、通称名、３．購入電力量又は受電量、４．

燃料消費量、燃料転換量、５．自家発電量、自家発電の販売・払出量、自家

発電設備、６．熱源の購入・受入量、熱源の発生・回収量、熱源の消費量、

熱源の販売・払出量、７．従業員数、延べ床面積、売上高・営業収入 

※ 

【調査票名】 ８－調査票第８号 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）電気事業法に基づく事業を許可

を受けた一般電気事業者、特定電気事業者及び届け出た特定規模電気事業者。 

（抽出枠）電気事業法に基づく事業を許可を受けた一般電気事業者、特定電

気事業者及び届け出た特定規模電気事業者。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査年の前年４月１日～調査年の３月末日 （系統）資源

エネルギー庁－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．本社の所在地、企業名、作成者氏名、作成部署、作成部署の所在地、

２．産業別電力需要実績及び産業別・都道府県別電力需要実績 

※ 

【調査票名】 ９－調査票第９号 
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【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所 （属性）ガス事業法に基づき許可された

一般事業者及び届け出たガス導管事業者、大口ガス事業者。 （抽出枠）ガ

ス事業法に基づき許可された一般事業者及び届け出たガス導管事業者、大口

ガス事業者。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２４１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）調査年の前年４月１日～調査年の３月末日 （系統）資源

エネルギー庁－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年４月 

【調査事項】 １．本社の所在地、企業名、作成者氏名、作成部署、作成部署の所在地、

２．都道府県別ガス販売量 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 改正薬事法等に関するアンケート調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１日 

【実施機関】 栃木県保険福祉部薬務課 

【目 的】 薬事法改正により、医薬品の郵便等販売（インターネット販売、通信販売等）

が規制されたことによる県内の実態を把握するためのアンケート調査を実施し、

監視指導の基礎資料とするもの。 

【調査の構成】 １－改正薬事法等に関するアンケート調査票 薬局用 ２－改正薬事法

等に関するアンケート調査票 医薬品販売業用 

※ 

【調査票名】 １－改正薬事法等に関するアンケート調査票 薬局用 

【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）事業所 （属性）医薬品販売事業所 （抽

出枠）薬局・医薬品販売業許可台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）７８６ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２２年２月１日現在 （系統）栃木県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月５日～２月２２日 

【調査事項】 １、医薬品等の取扱いについて（医薬品等の取扱いの種類、取り扱ってい

る一般用医薬品の区分及び品目数、第一類医薬品を取り扱わない場合はその

理由、一般用医薬品の情報提供場所の設置状況、処方せん医薬品以外の医療

用医薬品の販売の有無、処方せん医薬品以外の医療用医薬品の販売の増減）、

２．登録販売者制度について（従事者の勤務状況、登録販売者の主な従事業

務、登録販売者に対する研修の方法、一般従事者の医薬品の販売の有無）、

３．郵便等販売制度について（郵便等販売の有無、郵便等販売の広告の有無、

郵便等販売の広告の方法、郵便等販売の件数、郵便等販売後の相談の割合）、

４．いわゆる健康食品の取り扱いについて（いわゆる健康食品の販売の有無、

いわゆる健康食品の販売方法）、５．その他（お薬手帳の配布の有無、薬歴

の管理方法） 

※ 

【調査票名】 ２－改正薬事法等に関するアンケート調査票 医薬品販売業用 

【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）事業所 （属性）医薬品販売事業所 （抽

出枠）薬局・医薬品販売業許可台帳 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３０９ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２２年２月１日現在 （系統）栃木県－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月５日～２月２２日 

【調査事項】 １、医薬品等の取扱いについて（医薬品等の取扱いの種類、取り扱ってい
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る一般用医薬品の区分及び品目数、第一類医薬品を取り扱わない場合はその

理由、一般用医薬品の情報提供場所の設置状況）、２．登録販売者制度につ

いて（従事者の勤務状況、登録販売者の主な従事業務、登録販売者に対する

研修の方法、一般従事者の医薬品の販売の有無）、３．郵便等販売制度につ

いて（郵便等販売の有無、郵便等販売の広告の有無、郵便等販売の広告の方

法、郵便等販売の件数、郵便等販売後の相談の割合）、４．いわゆる健康食

品の取り扱いについて（いわゆる健康食品の販売の有無、いわゆる健康食品

の販売方法）  
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【調査名】 北九州市内進出事業者景況調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月２日 

【実施機関】 北九州市産業経済局産業振興部産業政策課 

【目 的】 最近の各種経済指標によると、北九州地区の経済環境は、企業の景況感も下

げ止まりつつあるものの、一方では設備投資の減少や個人消費の低迷、さらには

雇用・所得環境が一段と悪化しており、依然として先行き不透明な状況が続いて

いる。この状態から脱却し、実体経済の回復を図るには、市内の景況を定期的に

かつ正確に把握し、適時的確な施策を速やかに展開することが肝要である。つい

ては、市内の景況を正確に把握し、今後の市の施策に活かすため、「北九州市内

進出事業者景況調査」を実施するものである。 

【調査の構成】 １－北九州市内進出事業者景況調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－北九州市内進出事業者景況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市内全域 （単位）企業 （属性）北九州市外に本社があ

る企業で、北九州市内で実際に活動・営業している企業（支社、営業所、工

場等） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，３２５ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）平成２２年１月～３月 （系統）北九州市－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月１５日～２月２５日 

【調査事項】 業況、売上・収益・価格等の動き、売上高・収益等の変化、直接採用等の

雇用状況、景気の影響、設備投資の動き、経営上の問題点、北九州市に対し

て望む改善点、景気回復のために北九州市の施策に期待すること等 
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【調査名】 高知県内水面漁業漁獲統計調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月４日 

【実施機関】 高知県水産振興部漁業振興課 

【目 的】 高知県における内水面漁業の魚種別漁獲量について調査を行い、内水面漁業

全般の施策を図るうえでの基礎資料とする。 

【調査の構成】 １－内水面漁業漁獲統計調査票 

※ 

【調査票名】 １－内水面漁業漁獲統計調査票 

【調査対象】 （地域）高知県全域 （単位）協同組合 （属性）内水面の漁業協同組合

（農林水産省の内水面漁業生産統計調査（一般統計調査）の対象漁協を除く。） 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）２０／２２ （配布）郵送 （取集）郵送 

（記入）自計 （把握時）調査年の１月１日～１２月３１日 （系統）高知

県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （ただし、農林水産省の内水面漁業生産統計調査が全数調

査を行う年は、実施しない。） （実施期日）毎年３月上旬～３月末 

【調査事項】 ア．組合の名称、イ．魚類の漁獲量、ウ．藻類の漁獲量（うち、アオノリ、

アオサについては生産金額も調査）、エ．貝類の漁獲量、オ．その他の水産

動物の漁獲量  
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【調査名】 住民の防災力基礎調査（地震に関するアンケート調査）（平成２２年

届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１０日 

【実施機関】 東京消防庁防災部防災課 

【目 的】 木造住宅密集地域を対象として、住民の防災意識や防災対策実施状況等を調

査し、対象地域の防災力を定量的に把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－地震に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－地震に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）東京都内の木造住宅密集地域 （単位）世帯 （属性）東京都内

の木造住宅密集地域に居住する住民 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１５，０００／６，２１０，０００ （配

布）調査員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点の

状況について調査 （系統）東京消防庁－各消防署－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年３月中旬～１５日 

【調査事項】 ア．自宅の構造・階層等について、イ．自宅等での防災対策について、ウ．

世帯構成等について  
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【調査名】 市民福祉に関する意識調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１７日 

【実施機関】 神戸市保健福祉局総務部計画調整課 

【目 的】 神戸市市民福祉総合計画策定のための基礎資料を得るため。 

【調査の構成】 １－市民福祉に関する意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－市民福祉に関する意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の神戸市民 （抽

出枠）住民基本台帳、外国人登録台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／１，２８０，３２６ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２２年３月１日 （系

統）神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）不定期 （実施期日）平成２２年２月下旬～３月下旬 

【調査事項】 １．日常生活上の不安に関する事項、２．地域とのかかわりに関する事項、

３．福祉施策やサービスに関する事項、４．ボランティア活動に関する事項、

５．医療に関する事項、６．人権問題に関する事項  
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【調査名】 春季賃上げ要求・妥結状況調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１８日 

【実施機関】 滋賀県商工観光労働部労政能力開発課 

【目 的】 滋賀県内民間労働組合の組合員の賃金実態を明らかにし、安定した労使関係

確立のための基礎資料を得ることを目的として実施する。 

【調査の構成】 １－平成２２年 春季賃上げ要求・妥結状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２２年 春季賃上げ要求・妥結状況調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）労働組合 （属性）滋賀県内民間労働組合 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１８０／６００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）６月３０日現在 （系統）滋賀県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月１０日～７月１０日 

【調査事項】 妥結日、企業全体の総従業員数、平均賃金、要求額、妥結額、妥結額の内

訳  
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【調査名】 沖縄都市モノレール利用ＯＤ調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１８日 

【実施機関】 沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課 

【目 的】 沖縄都市モノレール、通称ゆいレールの利用特性、意見・要望等を把握し、

ゆいレールの利用促進及びサービス向上に資する基礎データの収集を目的とす

る。 

【調査の構成】 １－沖縄都市モノレール利用ＯＤ調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－沖縄都市モノレール利用ＯＤ調査 調査票 

【調査対象】 （地域）沖縄県那覇市内 （単位）個人 （属性）沖縄都市モノレール利

用者 （抽出枠）ゆいレール全駅において改札口を通過したゆいレール利用

者 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１７，５００／３５，０００ （配布）

調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）自計 （把握時）平成２２年２月

２１日及び２月２５日 （系統）沖縄県－民間事業者－統計調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）一回限り （実施期日）平成２２年２月２１日及び２月２５日

～３月６日 

【調査事項】 １．年齢、性別、居住地、２．券種、３．乗車時刻、４．出発地・目的地、

５．乗車駅・降車駅、６．利用目的、７．出発地～乗車駅の交通手段、８．

出発地～乗車駅の所要時間、９．降車駅～目的地の交通手段、１０．降車駅

～目的地の所要時間、１１．利用する理由、１２．利用頻度  



- 41 - 
 

【調査名】 沖縄県人口移動報告（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月２６日 

【実施機関】 沖縄県企画部統計課 

【目 的】 各市町村別の人口及び世帯の移動状況を把握し、各種行政施策の基礎資料と

する。 

【調査の構成】 １－沖縄県人口移動報告 報告表 

※ 

【調査票名】 １－沖縄県人口移動報告 報告表 

【調査対象】 （地域）沖縄県全域 （単位）市町村 （属性）住民基本台帳法の規定に

基づく住民票の記載又は削除のあった者及び外国人登録法の規定に基づき

外国人登録原票に登録又は閉鎖のあった者 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４１ （配布）電子メール （取集）電子メー

ル （記入）自計 （把握時）毎月１日～末日 （系統）沖縄県－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月の翌月１５日 

【調査事項】 １．男女、日本人・外国人別（１）出生数及び死亡数、（２）転入数及び

転出数、２．日本人・外国人別世帯増減数  
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（２）変更 

【調査名】 北九州市企業景況調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月２日 

【実施機関】 北九州市産業経済局産業振興部産業政策課 

【目 的】 最近の各種経済指標によると、北九州地区の経済環境は、企業の景況感も下

げ止まりつつあるものの、一方では設備投資の減少や個人消費の低迷、さらには

雇用・所得環境が一段と悪化しており、依然として先行き不透明な状況が続いて

いる。この状態から脱却し、実体経済の回復を図るには、市内の景況を定期的に

かつ正確に把握し、適時的確な施策を速やかに展開することが肝要である。つい

ては、市内の景況を正確に把握し、今後の市の施策に活かすため、「北九州市企

業景況調査」を実施するものである。 

【調査の構成】 １－北九州市企業景況調査 調査票 

【備 考】 平成２２年の２月調査に限り、調査事項を一部追加。 

※ 

【調査票名】 １－北九州市企業景況調査 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）企業 （属性）北九州市内に本社がある

企業で、実際に活動・営業をしている企業 （抽出枠）民間事業者が保有す

る企業情報 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／８，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）９月調査は調査実施年の７～９月、

２月調査は調査実施年の１～３月（平成２２年２月調査のみ特別調査を実施） 

（系統）北九州市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年２回（９月、２月） （実施期日）９月上旬の１０日間、２

月下旬～３月上旬にかけての１０日間（平成２２年２月調査のみ２月中旬

より１１日間） 

【調査事項】 業況、売上・収益・価格等の動き、売上高・収益等の変化、新規採用等の

雇用状況、景気の影響、金融機関からの借入れ状況、セーフティネット保証

について、設備投資の動き、経営上の問題点、景気回復のために北九州市の

施策に期待すること等。 

特別調査（平成２２年２月調査限り）平成２１年１１月３０日に成立した

中小企業金融円滑化法の利用、新型インフルエンザによる事業リスク対策の

ための事業継続計画（ＢＣＰ）について  
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【調査名】 京都府鉱工業生産動態統計調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１２日 

【実施機関】 京都府政策企画部調査統計課 

【目 的】 京都府における鉱工業生産の状況を把握し、府鉱工業指数作成のための基礎

資料を得るため 

【沿 革】 昭和２６年から、経済産業省生産動態統計調査（基幹統計調査）で得られな

い品目について、生産動態を把握。 

【調査の構成】 １－京都府鉱工業指数用調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査対象品目（絹織物、ビスコース人絹織物、合成繊維織物）

の追加。 

※ 

【調査票名】 １－京都府鉱工業指数用調査票 

【調査対象】 （地域）京都府内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類によ

る製造業を営む事業所のうち、要領で指定した品目を製造する事業所及び要

領で指定した品目の生産動態を集計する機関 （抽出枠）工業統計調査準備

調査名簿等により抽出 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３４／４，４８９ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）毎月末日 （系統）京都府－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）翌々月１０日 

【調査事項】 月間生産高・出荷高の数量及び金額、月末在庫高の数量  
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【調査名】 職業能力開発需給調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１７日 

【実施機関】 茨城県商工労働部職業能力開発課 

【目 的】 茨城県の職業能力開発行政の基本となる職業能力開発計画のための参考資料

とするため、県内企業に需給調査を行う。 

【調査の構成】 １－職業能力開発充実強化対策アンケート調査 調査票 

【備 考】 今回の変更は報告者数の削減、調査事項や調査の実施期間等の変更。 

※ 

【調査票名】 １－職業能力開発充実強化対策アンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）茨城県全域 （単位）事業所 （属性）農林漁業を除く産業大分

類から茨城県内の従業員数が５人以上の民営事業所 （抽出枠）平成１８年

事業所・企業統計調査 調査区別民営事業所漢字リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／１２６，５０６ （配布）

郵送・調査員 （取集）郵送・調査員 （記入）併用 （把握時）調査年度

の２月１日現在 （系統）茨城県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）調査年度の２月５日～３月１５日 

【調査事項】 １．所在地、２．産業区分、３．従業員数、４．将来の事業、５．近年の

人材採用状況、６．必要とされる従業員の職種、７．今後の人材採用方針、

８．新卒採用者の学歴、９．社員に必要な資格、１０．従業員の確保、１１．

社内教育訓練の形態、１２．社外教育訓練の形態、１３．人材に関する今後

の取組、１４．教育訓練の問題点、１５．教育訓練の支援、１６．茨城県の

職業訓練で関心のあるもの、１７．人材の受け入れ、１８．今後の公共職業

訓練、１９．産業技術短期大学校・産業技術専門学院修了者の採用、２０．

産業技術短期大学校・産業技術専門学院で行う訓練、２１．県立産業技術専

門学院で行う新規学卒者訓練  
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【調査名】 大阪市観光動向調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１８日 

【実施機関】 大阪市ゆとりとみどり振興局総務部集客プロモーション担当 

【目 的】 大阪市の観光集客力の向上に向けて、今後の施策展開を図るうえでの基礎的

なデータ収集を行う。 

【調査の構成】 １－大阪市観光動向調査票 

【備 考】 今回の変更は、報告者数の削減、調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－大阪市観光動向調査票 

【調査対象】 （地域）大阪市全域 （単位）個人 （属性）指定の宿泊施設（２７施設）

に宿泊した個人 （抽出枠）調査期間内に指定の宿泊施設に宿泊した個人 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００ （配布）ホテルのフロント

でチェックイン時に配布 （取集）チェックアウト時にフロントで回収 （記

入）自計 （把握時）毎年２月１５日から４週間 （系統）大阪市－民間事

業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年２月１５日から４週間 

【調査事項】 性別、年齢、同伴人員、訪問頻度、出発地、経由地、宿泊日数、宿泊理由、

訪問先、旅行費用（総額、交通費、食費、宿泊費、ショッピング、土産物代、

入場料・観劇料、雑費）、大阪市のサービス水準・魅力評価、事前情報、大

阪市への再訪希望  
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【調査名】 人口移動調査（平成２２年届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月１９日 

【実施機関】 島根県政策企画局統計調査課 

【目 的】 島根県人口の移動状況の実態を把握し、市町村人口の推計資料とするととも

に各種行政の基礎資料とするため。 

【調査の構成】 １－転入調査票 ２－県外転出調査票 ３－職権調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査票－１及び２に係る調査事項の一部変更。 

※ 

【調査票名】 １－転入調査票 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）個人 （属性）住民基本台帳法第８条の規

定により住民票の記載又は削除されることとなる者、外国人登録法第３条第

１項又は第８条第１項の規定により新規登録又は居住地変更登録申請者、外

国人登録法第１２条第１項又は第３項の規定により登録証明書返納者。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，０００ （配布）市町村窓口 （取集）市

町村窓口 （記入）自計 （把握時）月 （系統）島根県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月（平成２２年４月以降）翌月の１０日 

【調査事項】 性別、出生年月、移動理由、従前の住所地、Ｕターンの有無 

※ 

【調査票名】 ２－県外転出調査票 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）個人 （属性）住民基本台帳法第８条の規

定により住民票の記載又は削除されることとなる者、外国人登録法第３条第

１項又は第８条第１項の規定により新規登録又は居住地変更登録申請者、外

国人登録法第１２条第１項又は第３項の規定により登録証明書返納者。 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）５，０００ （配布）市町村窓口 （取集）市

町村窓口 （記入）自計 （把握時）月 （系統）島根県－市町村－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月（平成２２年４月以降）翌月の１０日 

【調査事項】 性別、出生年月、移動理由、転出先 

※ 

【調査票名】 ３－職権調査票 

【調査対象】 （地域）島根県全域 （単位）市町村 （属性）市町村 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２１ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）月 （系統）島根県－報告者 

【周期・期日】 （周期）月 （実施期日）調査月（平成２２年４月以降）翌月の１０日 

【調査事項】 性別、移動（出生、死亡等）、出生年月  
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【調査名】 春季賃上げ及び夏季・年末一時金要求・妥結状況調査（平成２２年

届出） 

【受理年月日】 平成２２年２月２２日 

【実施機関】 広島県商工労働局総務管理部労働福祉課 

【目 的】 春季賃上げ、夏季・年末一時金の要求・妥結状況等を把握し、労働行政の基

礎資料とする。 

【沿 革】 本調査は、平成２１年から毎年実施。平成２２年分の調査から、春季賃上げ・

一時金要求・妥結状況調査票と年末一時金要求・妥結状況調査票を統合。 

【調査の構成】 １－春季賃上げ・一時金要求・妥結状況調査票 

【備 考】 今回の変更は、調査事項の変更及び調査票の統合、報告を求める事項の基準

となる期日の変更、調査の実施期間の変更。 

※ 

【調査票名】 １－春季賃上げ・一時金要求・妥結状況調査票 

【調査対象】 （地域）広島県全域 （単位）企業 （属性）広島県内の民間企業で、当

該企業の労働者が組織する労働組合がある企業 （抽出枠）広島県商工労働

局総務管理部労働福祉課が保有する労働組合を有する企業に関する業務情

報 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／１，１４８ （配布）郵送 （取

集）郵送 （記入）自計 （把握時）春季賃上げ：５月３１日、夏季一時金：

７月１０日、年末一時金：１２月１０日 （系統）広島県－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）４月１日～１２月３１日 

【調査事項】 １．事業所及び労働組合の概況、２．春季賃上げ及び夏季・年末一時金要

求・妥結状況 
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